
 

令和６年度 第１回南房総市地域公共交通活性化協議会 

（兼地域公共交通会議） 〔書面議決書〕 

 

令和６年７月９日 

 

南房総市地域公共交通活性化協議会規約第９条第３項及び南房総市地域公共交通会議

規則第５条第３項の規定に基づき、下記議題は承認されましたので、ご報告いたします。 

 

 

 

議案事項の内容 協議結果 

【協議第１号】 

役員選出について 

承認 

(賛成) 

24 

不承認 

(反対) 

0 

【協議第２号】 

令和５年度協議会事業報告について 

承認 

(賛成) 

24 

不承認 

(反対) 

0 

【協議第３号】 

令和５年度協議会決算報告について 

承認 

(賛成) 

24 

不承認 

(反対) 

0 

【協議第４号】 

令和６年度協議会事業計画（案）について 

承認 

(賛成) 

24 

不承認 

(反対) 

0 

【協議第５号】 

令和６年度協議会予算（案）について 

承認 

(賛成) 

24 

不承認 

(反対) 

0 

【報告第１号】 

南房総・館山地域公共交通活性化協議会について 

承認 

(賛成) 

24 

不承認 

(反対) 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



南房総市地域公共交通活性化協議会役員について 

 

書面審議により会長が承認され、会長指名により下記のとおり決定しましたので、ご報

告いたします。 

 

 

会 長 嶋田 守 南房総市副市長 

副会長 代田 憲隆 

千葉県タクシー協会理事 

（白浜タクシー代表） 

監査委員 鈴木 賢二 安房道の駅連絡会会長 

監査委員 中川 行雄 ジェイアールバス関東㈱館山支店長 

 

 

 

 

※規約参照 

（会長） 

第５条 会長は、別表１に掲げる委員の互選によってこれを定める。 

（副会長） 

第６条 副会長は，別表１に掲げる委員のうちから会長が指名する。 

（監査） 

第１３条 協議会に監査委員を２人置く。 

２ 協議会の出納の監査は、会長が指名する規約第７条の委員がこれを行う。 

 


